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ワークルール検定協会とは？

「ワークルール検定」の意義

１．協会の目的

この協会は、「ワークルール検定」事業及
びワークルール教育の支援事業を通じて、
学生、労働者、管理者・経営者自身が
「ワークルール」を理解し、確かな職業生活
を基盤とした市民活動を営むことによって、
社会の福祉の向上に寄与することを目的と
して、平成26年10月8日に設立されました。

２．事業内容

（１） 「ワークルール検定」事業

（２）ワークルールの普及啓発事業

（３）ワークルールに関する調査研究事業

（４）ワークルール教育の担い手の研修

教育事業

「ワークルール」とは、働くときに必要な法律や決まりのことです。

いま、職場でワークルールが守られない場面が多くなってきています。それは、労働者にも
使用者にもワークルールの知識が乏しいためです。
知識が欠如している原因としては、ワークルールを知る機会が少ないことがあげられます。
自分や仲間、部下を守るために、ワークルールの基礎知識はとても役に立ちます。

また、企業にとっても、コンプライアンスを徹底し、働きやすい職場環境をつくるためには
ワークルールの知識は欠かせません。
それら知識の獲得を応援・支援するのが、この「ワークルール検定」です。
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「ワークルール検定」の概要
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「ワークルール検定」の実施状況
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【これまでの実施状況】
（初級）
2013年6月から年2回（6月ごろ・11月）のべ8回、
全国59会場で実施
受検者数4,867名、合格者数3,180名（合格率65.3％）
（中級）
2014年6月から年1回（ 6月ごろ）のべ3回、
全国8会場で実施
受検者数523名、合格者240名（合格率45.9％）
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【受検の動機】 （2016年11月受検者・複数回答）
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政労使挙げての取り組みの必要性

【後援いただいている団体など】
厚生労働省
公益財団法人 日本生産性本部

実施会場ごとに、県、市、労働局、労働委員会、
経営者協会の後援もいただいている。

【経営者団体へのアプローチ】
一般社団法人 日本経済団体連合会（経団連）、
電機・電子・情報通信産業経営者連盟（電経連）、
中小企業福祉事業団など

名簿
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【労働団体へのアプローチ】
日本労働組合総連合会（連合）、地方連合会、
労働者福祉中央協議会（中央労福協）、各県労福協



使用者向け施策への要望

①使用者向け、特に日常的に労務管理を行っている現場の職長（店長など）

向けのワークルールに関する研修会の実施。

②その積み重ねの中で、ワークルールに関する資格（例えば労務管理士）制度

の検討。

③政府の使用者向けの広報では、ワークルールに関する民間の講習会・研修

会やワークルール検定なども例示して、周知をはかっていただきたい。
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企業活動を円滑に進め、現場の力を通じて企業目標を達成するためには、

コンプライアンス、とりわけ働くことに係わるワークルールの周知徹底は欠かせない。

＜働きやすい職場環境をつくるための要望＞
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